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喧

物
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租
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論

の

不

公

平

(
我
園
現
下
に
於
て
物
債
調
節
の
重
要
な
る
こ
ご
を
注
意
す
)

!神

雄

戸

正

(
問
題
白
意
義
、
本
論
由
目
的
)

)

)

 

第
一
段
物
慎
申
場
底
的
相
違
と
租
粒
申
不
公
平
(
一
物
債
の
一
場
席
的
相
遠
出
祖
軸
の
公
平
を
索
き
Y

る
場
合
は
柑
倒
比
例
率
四
場
合
九
日
蛇
質
累
越

及
課
税
標
準
の
五
割
合
の
宥
恕
一
一
鞠
債
の
場
長
望
星
空
会
平
を
棄
す
場
ふ
空
事
事
仇
其
不
今
品
教
霊
的
従
情
階
組
事

。
場
合
い
其
不
公
平
ろ
救
済
策
C
金
額
以
再
目
標
準
に
依
る
階
級
事
白
場
合
い
其
不
長
平
る
救
済
策

D
総
量
比
例
辛
口
場
合
い
其
不
公
平
ろ
救
済

(

(

(

(

(

(

(

 

策

U
N憤
累
益
事
の
場
合
川
其
不
公
平
め
救
済
策
引
兎
軸
酷
一
定
金
額
の
控
除
及
続
車
田
国
階
侭
下
川
其
不
公
平
日
町
救
済
策
)

第
二
段
物
倒
的
時
間
的
麓
動
と
租
枕
の
不
公
平
(
↓
物
問
D
時
間
的
麹
動
が
租
輯
の
公
平
を
幸
さ

γ
る
場
合
心
従
慣
比
制
辛
の
場
骨
的
世
賀
県
地

良
一
課
税
標
準
。
一
定
割
合
の
宥
組
に
物
慣
の
時
間
的
麓
動
が
租
税
の
公
平
を
棄
す
場
合

A
確
定
率
。
場
合
い
其
不
公
平
hw救
済
策
句
従
慣
階
組
事

(
 

)

)

)

)

)

 

の
場
合
い
其
不
盛
平
る
救
憐
策
C
金
額
以
外
の
標
準
に
依
る
陪
親
曜
の
場
合
い
其
不
公
平
る
救
済
策
D
位
量
比
例
率
の
場
合
い
其
不
公
平
ろ
世
情

〈

(

(

(

(

(

(

)

)

)

 

策

E
従
償
累
選
寧
の
場
合
い
其
不
公
平
ろ
救
漕
策
F
兎
軸
黙
、
一
定
金
額
荏
除
及
稔
串
白
段
階
低
下
什
其
不
公
平
hw救
済
策
料
課
税
物
件
及
標
準

緒
量

時

物
聞
と
租
柏
町
不
公
平

論
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二
十
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(
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四
競

七
九
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ハ
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と
し
て
叩
頁
却
所
得
並
に
噌
債
格
い
一
其
不
公
平
呂
救
済
策
日
賦
課
決
定
期
と
納
期
、
法
律
上
自
納
則
と
事
費
上
自
納
期
と
の
間
隔
い
共
不
公
平
ろ

(

(

(

{

(

 

救
済
策
I
収
納
方
傾
と
し
て
白
貨
惜
い
其
不
公
平
仏
救
済
策
)

(
全
文
白
要
旨
)

結

論

緒

主主・
同

康
〈
物
侵
ご
租
務
ご
の
関
係
を
考
察
す
れ
ば
、

租
税
が
物
償
に
及
ぽ
す
影
響
(
縛
嫁
閥
係
)
Z
、
物
園
闘
が
租
税
に

及
ぼ
す
影
響

t
の
ニ
方
面
が
あ
h
、
後
者
に
も
一
見
ら
に
二
の
方
面
が
あ
っ
て
、

一
は
直
接
に
物
僚
が
租
裁
に
及
ぽ

す
の
影
響
で
あ

b
、
他
は
間
接
仁
之
に
及
ぼ
す
の
影
響
で
あ
る
o

そ
し
て
間
接
影
響
に
も
夏
ら
に
二
通

h
あ
っ

て、

一
は
物
岬
閣
の
援
動
が
経
費
の
増
減
仁
影
響
し
て
随
み
て
租
税
の
増
徴
又
は
聴
械
を
促
が
す
も
の
で
あ

h
(註

己
、
他
は
物
債
の
幾
動
が
租
税
外
の
歳
入
の
増
減
を
生
母

L
め
る
こ
ご
に
依
ち
て
、
他
枚
入
の
充
た
し
得

g
る

も
の
を
充
た
す
べ
き
租
裁
の
増
減
を
促
が
す
こ
吉
、
な
る
も
の
で
あ
る
{
註
ニ
ヨ
直
接
影
響
に
も
亦
た
二
週
り
あ
っ

て

一
は
物
債
の
獲
勤
が
租
税
牧
入
其
も
の
、
一
増
減
に
影
響
す
る
も
の
で
ゐ

h
、
他
は
物
債
の
獲
動
又
は
相
違
が

租
税
の
公
卒
の
上
に
影
響
し
て
、
之
を
或
度
ま
で
不
公
雫
な
ら

L
む
る
こ
ご
あ
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
弦
に
問
題

Z
し
て
取
扱
は
ん
記
す
る
の
は
此
最
後
の
も
の
で
あ
る
。

(
陸
ご

テ
ス
カ
仕
此
酷
を
梢
詳
L

(
説
明
し
て
居
る
。
即
ち
、
彼
は
、
貨
帯
低
伺
{
物
情
騰
貴
)
に
よ
り
て
、
経
費
の
多
勤
四
一
も
自
が
珠
算
配
準
か



に
超
過
し
て
上
ぼ
る
こ
と
L

な
る
。
特
に
其
前
鞠
件
費
に
於
て
然
り
で
あ
り
、
人
件
費
も
蹄
へ
子
物
倒
騰
貴
由
錯
め
に
抱
加
を
要
す
る
ζ

と

h
t

る
が
、
唯
だ
公
債
且
耳
利
子
掃
に
は
匡
封
白
影
響
を
生
子
と
い
ふ
て
居
り
、
ロ
ぜ
ン

y
ン
も
‘
物
個
騰
貴
に
よ
り
て
政
府
が
財
及
勤
務
撞
得
。
費

用
白
帯
加
を
見
出
す
と
矯

L
、
グ
エ

y
セ
シ
も
、
物
倒
騰
貴
U
P
材
料
及
賃
金
目
騰
責
主
生
じ
、
活
め
に
晒
費
を
膨
脹
せ
し
め
、
租
積
及
品
債
の
増

加
を
必
要
止
す
る
と
と

A
な
る
と
設
さ
、
コ
シ
ラ
ド
も
、
濁
抱
に
於
吋
る
貨
符
借
倒
白
地
方
財
政
上
田
影
響
を
叙
し
て
、
此
貨
幣
低
慣
が
念
速

に
現
は
れ
、
闘
斡
に
劃
す
る
地
方
附
加
秘
牧
入
を
し
て
.
地
方
珠
算
を
平
嘩
す
る
に
不
十
分
と
な
ら
し
め
た
と
い
ふ
て
居
る
。

チ
ス
お
は
、
此
貨
幣
低
慣
に
よ
り
て
、
政
府
の
設
費
財
産
、
特
に
先
企
業
よ
り
目
牧
ん
が
、
此
に
直
ち
に
趨
聴
す
る
方
法
の
講
ぜ
ら
れ
な

い
だ
け
で
は
、
租
誼
牧
入
と
額
制
白
方
法
に
て
不
刺
な
影
響
を
受

t
る
。
此
亦
た
事
質
上
、
期
待
し
た
中
う
な
成
果
を
事
「
る
こ
と
が
闘
車
な
い

こ
と
込
た
る
と

ν
ふ
て
居
る
。

(
註
ニ
)

割
払
が
何
故
に
此
に
此
問
題
を
捉
へ
来
っ
て
解
設
を
試
み
ん
Z
企
て
た
が
ご

ν
ふ
の
に
、
此
が
従
来
事
者
政
治
家

に
依
て
多
〈
閑
却
さ
れ

τ居
た
に
拘
ら
A
Y
、
質
際
に
は
租
税
の
託
公
平
を
棄
す
ぺ
き
重
大
な
る
事
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

我
園
で
も
今
H
物
債
は
割
高
に
な
っ
て
居
、
り
、
而
か
も
潟
替
の
関
係
か
ら
し
て
可
動
的
に
も
な
っ
て
居
る
。
此
山
川

態
を
調
整
す
る
こ
芭
が
我
園
経
済
の
建
直
の
錦
め
に
最
大
事
な
こ
ご
で
あ
る
ぜ
い
ふ
こ
E
は
、
人
の
費
L
C注
意

す
る
所
ピ
が
、
此
が
亦
た
租
税
制
度
の
一
公
卒
を
捷
乱
し

τ居
る
ニ
ご
に
須
の
付
〈
人
が
少
い
。
今
若
な
が
此
貼
ef

詳
説
し
て
、
此
動
か
ら
し

τも
夫
の
問
題
解
決
の
重
要
な
る
こ
ご
を
詮
意

L
t
な
ら
ば
、
何
程
か
夫
の
問
題
の
解

決
を
保
護
す
る
二
百
に
貰
献
し
得
る
だ
ら
う
ぜ
信
守
る
じ
依
っ
て
、
此
論
文
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
共
れ
に
此
問

題
を
吟
味
し
て
行
〈
ご
、
特
に
通
貨
膨
脹
随
ム
て
物
侵
騰
貴
の
時
代
に
は
、
卒
常
時
に
は
な
し
ろ
不
買
公
平
に
し
て

組
放
な
る
税
制
ご
見
倣
さ
れ
る
も
の
が
却
っ
て
適
切
公
卒
に
近
〈
な
ら
言
一
一
一
文
平
時
最
良
最
後
卒
な
る
税
ご
せ
ら

時

物
慣
と
組
精
の
不
公
平

ハ七
E
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時

物
債
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i¥ 

八
九
六

第
二
十
容

(
第
四
貌

前

れ
た
も
の
が
む
し
ろ
漫
番
に
近
い
ほ

X
滑
稽
味
を
有
っ
た
も

ω正
化
す
る
を
見
出
す
富
山
)
に
於
て
、
此
問
題
の
研

究
に
は
戚
奥
の
甚

r大
い
も
の
が
あ
h
、
英
貼
か
ら
し

τも
人
の
注
意
を
引
き
た
い

Z
恩
ふ
て
、
此
支
を
作
っ
た

の
で
あ
る
。

(
語
三
)

〉

マ
ル
ク
]
ぜ
は
、
祖
貨
胞
版
闘
白
和
枯
は
健
全
な
る
剛
白
其
・
と
は
巽
ワ
た
も
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
同

マ
ル
ク
I
ぜ
は
、
所
得
枕
は
正
常
時
に
は
最
公
平
に
し
て
給
付
能
力
に
最
良
〈
越
し
た
稀
と
し
て
欝
護
さ
れ
た
白
だ
が
、
共
徒
、
比
が
無

〉

枚
入
と
?
な
ワ
た
の
与
で
な

t、
時
白
山
田
置
と
な
ワ
た
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
回
)

第
一
段

物
債
の
場
底
的
相
違
さ
租
税
の
不
公
平

租
税
が
物
価
慣
に
よ
り
て
影
響
せ
ら
れ
、
物
園
慣
が
租
税
の
会
卒
不
公
平
の
上
に
影
響
す
る
正
し
て
・
業
は
時
間
的

援
到
に
依
る
の
影
響
の
み
な
ら
す
、
場
彪
的
相
違
に
依
る
の
影
響
も
あ
る
。
或
時
黙
に
於
て
後
一
中
な
h
E
し
て
定

め
ら
れ
た
る
税
が
、
物
価
恨
の
挺
動
に
よ
り
て
不
公
平
ご
な
り
得
る
の
み
で
は
な
く
、

一
囲
内
の
物
慣
が
各
地
必
中

し
も
一
様
で
な
〈
、
同
一
貨
幣
額
の
貴
闘
恨
の
異
る
が
震
め
に
も
租
税
を
じ

τ或
度
ま
で
不
R

公
平
な
ら
し
む
る
こ
ご

が
あ
b
得
る
。
前
者
が
問
題
ご
し
て
は
一
府
重
要
だ
が
、
後
者
も
一
一
願
の
値
な
き
も
の
で
は
な
い
。
先
づ
後
者

ω

方
か
ら
設
レ
て
見
ゃ
う
。

一
物
債
の
場
彪
的
相
違
が
租
枕
の
会
平
を
素

3
5
る
場
合
|
|
物
債
の
場
底
的
相
違
が
租
税
の
る
一
ゃ
を
帯
に
素
す

4 Au自. S. 11. MarCl路 島 Dasne!1e Reichssteuerr~cht. 
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3) 
1) 



の
で
は
な
い
I

。
之
を
棄
さ
な
い
い
場
令
が
あ
る
。
比
(
の
場
合
は
左
の
通
'
り
で
あ
る
。

A
従
債
比
例
率

ω場
合
|
|
其
は
或
税
に
於

τ其
課
税
標
準
た
る
金
額
の
幾
〆

1
セ

y

ト
か
を
取
る
の
で
あ
る

が
、
其
は
我
邦
の
税
で
は
地
租
に
於
り
る
地
領
、
管
業
税
に
於
け
る
寅
上
金
額
、
資
本
金
額
、
賃
貸
債
格
、
鉱
業

税
の
一
部
に
於
り
る
鱗
産
物
療
格
、
取
引
所
管
業
税
に
於
り
る
牧
入
金
額
、
時
空
録
枕
の
一
部
に
於
り
る
物
件
の
債

格
、
先
換
銀
行
券
俊
行
税
に
於
け
る
費
行
高
、

印
紙
枕
の
一
部
に
於
付
る
謹
書
金
高
、
取
引
税
に
於
げ
る
約
定
金

高
・
織
物
税
及
賞
薬
印
紙
枕
に
於
け
る
各
物
件
の
債
格
に
劃
し
て
行
は
れ
て
居
る
。
此
に
あ
り
て
は
其
物
件
又
は

標
準
其
も
の
、
適
否
ご
い
ふ
こ
さ
は
あ
る
し
、
此
従
債
比
例
其
も
の
が
多
少
不
会
卒
を
兎
れ
ぬ
古
い
ふ
こ
正
も
ゐ

る
o

特
に
地
価
慣

ω如
、
き
標
準
が
不
動
な
も
の
に
ご
い
ふ
ニ
芭
に
も
不
満
は
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
其
等
を
別
正
し
て

は
、
各
地
物
績
が
異
る
か
ら
ご
い
ふ

τ、
其
潟
め
に
不
公
平
を
生
中
古
い
ふ
こ
E
は
な
い
。
課
税
標
準
た
る
債
格

正
之
仁
劃
す
る
税
金
額
百
が
並
行

ι均
衡
を
得
t
居
る
か
ら
で
あ
る

2
5
0

『
位
五
)

リ
ン
グ

1
ル
は
、
場
底
的
に
物
倒
楳
市
が
議
う
・
と
い
ふ
ζ

と
は
、
比
例
措
て
は
、
貨
幣
所
得
の
値
打
を
大
し
て
減
b
p
ず
る
こ
と
h

は
な
ら

な
い
主
い
ふ
て
居
る
回

B
従
質
累
進
及
或
事
項
に
碁
(
課
税
傑
準
の
一
定
割
合
出
荷
恕

1
i従
質
累
進
は
現
に
我
相
続
税
に
行
は
れ
て
居

、
り
、
課
税
標
準
の
一
定
割
合
宥
恕
は
所
得
税
に
行
は
れ
て
居
る
が
、
此
等
は
其
事
自
身
の
適
否
を
別
ぜ
し
、
其
を

正
官
会
卒
な
も
の
ご
前
提

L
て
掛
れ
ば
、
物
個
個
り
場
所
的
相
違
が
其
に
特
別
な
る
不
公
平
を
加
ふ
る
こ
ど
は
な

時

物
債
と
租
枕
白
不
公
平

λ
=一
)

、L
Z

'ブ

4

(
第
四
就

諭

第
二
十
巻
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時

摘

物
慣
と
租
棺
O
不
公
平

第
二
十
巻

{
第
四
擁

八
四

大

九
八.

-w ニ
物
腐
の
場
彪
的
相
違
が
租
殺
の
H

公
平
を
棄
す
場
合
、
ー
ー
を
奉
寸
る
ピ
、
先
以
て
、

A
確
定
率
の
場
合
|
|
郎
ち
物
件
の
一
倍
又
は
一
件
に
つ
き
或
定
ま
っ
た
貨
幣
金
額
を
課
す
る
場
合
、
例
之
、

我
邦
の
倭
業
税
に
於
げ
る
従
業
者
一
入
賞
h
幾
許
、
時
空
錬
税
中
の
一
部
の
も
の
、
一
件
幾
許
、
印
紙
殺
の
一
部
に

於
け
る
一
件
幾
許
、
骨
牌
枕
に
於
け
る
一
組
幾
許
ざ
い
ふ
が
如
量
殺
は
、
九
刊
其
税
金
額
正
し

τ還
ま
れ
た
も

ω

が
、
場
虞
的
に
某
貫
質
的
債
値
を
異
に
す
る
か
ら

L
て
、
物
園
恨
の
比
較
的
高

ν
甲
地
で
相
嘗
な
ご
い
1

ふ
税
は
、
其

比
較
的
低
V

乙
地
で
は
過
嘗
に
高
い
税
己
い
ふ
こ
さ
に
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
尤
も
此
の
如
き
税
を
定
め
る
Z

す
れ
ば
、
初
め
よ
h
し
て
自
ら
各
地
の
平
均
物
慣
に
相
嘗
な
も
の
が
選
ま
晶
、
で
あ
ら
う
か
ら
、
主
(
縛
め
夫
の
不

民
公
平
の
幅
が
狭
〈
な
る
ご
い
ふ
ニ
古
は
あ
る
じ
、
此
の
如
き
租
税
事
項
は
元
来
が
毛
ん
な
に
精
密
に
定
め
Z
こ
ご

の
出
家
向
も
の
で
あ
っ
て
、
此
各
地
物
贋
事
情
の
異
る
斜
め
の
不
公
平
の
如
き
は
忍
ば
な
〈
て
な
ら
ぬ
も
の

r
z

も
い
ひ
得
る
が
、
併
し
兎
に
角
、
精
密
に
い
ふ
て
其
慮
に
一
の
不
自
公
卒
が
確
か
に
蔑
っ
て
居
る
。
ろ
其
れ
で
之
を

救
済
す
る
り
に
は
、
物
債
の
高
低
の
度
に
感
じ
て
会
園
の
地
域
を
凡
そ
三
部
に
品
川
も
(
大
都
曾
、
中
郡
舎
、
田
舎

町
村
の
如
し
)
て
別
異
の
確
定
率
を
課
す
る
の
外
な
い
が
、
主
(
れ
で
は
其
分
類
が
多
少
六
っ
か
じ
〈
、
且
つ
一
級

地
の
下
Z
二
級
地
の
上
正
、
ニ
級
地
の
下
百
三
級
地
の
上
Z
の
聞
に
微
細
な
不
会
卒
が
残
る
ご
い
ふ
こ
芭
も
あ

k

リ
、
管
業
税
の
従
業
者
や
整
録
稔
の
毎
件
に
依
る
の
は
ま
だ
此
方
法
の
採
用
が
容
易
だ
が
、
印
紙
税
に
於
り
る
手



形
の
如
〈
鴇
々
ご
し
て
他
地
方
に
も
流
通
し
て
往
〈
も
の
に
は
、
比
方
法
で
は
取
締
の
面
倒
ご
い
ふ
こ
ご
も
ゐ

-9
、
骨
牌
税
に
於
け
る
骨
牌
の
如
〈
何
地
方
に
て
消
費
さ
る
、
や
分
ら
院
も
の
、
如
き
に
は
、
之
に
よ
h
て
は
会

手
を
期
し
難
い
古
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
。
此
確
定
率
は
茸
(
白
樺
不
日
官
卒
至
極
の
も
の
だ
が
、
此
物
債
醐
係
を
考
慮
す

る
に
於

τ、
立
(
の
一
屠
不
R

公
平
な
る
を
見
出
し
、
之
が
緩
和
方
法
に
も
完
全
な
る
も
の
の
見
嘗
ら
ぬ
所
で
ゐ
る

O

B
従
償
階
級
牟
の
場
合
|
|
此
は
金
額
の
標
準
に
従
ふ

t
階
級
率
的
な
る
金
額
を
謀
す
る
の
で
あ
る
が
、
其
が

奮
印
紙
税
に
於
り
る
約
束
手
形
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
っ
た
o

例
之
、
甲
一
定
金
額
炉
、
b
乙
一
定
金
緩
ま
で
に
A
金
額

を
、
乙
一
定
金
額
か
ら
丙
一
定
金
額
ま
で
に
B
金
額
を
課
す
る
の
で
あ
る
。
い
此
れ
亦
課
税
法
自
身
が
不
公
卒
な

も
の
だ
が
、
物
債
の
場
慮
的
相
違
を
計
算
に
入
る
、
に
於
て
其
一
屠
の
不
R

公
平
を
見
出
す
。
郎
も
物
債
の
比
較
的

高
い
慮
で
は
B
ご
い
ふ
高
い
卒
を
課
せ
ら
る
、
の
に
、
物
槙
の
安
い
蕗
で
は
、
其
古
賀
債
の
同
等
な
も
の
が
A
Z

い
ふ
安
い
税
率
を
課
せ
ら
る
、
而
か
も
A
B
の
差
が
物
債
の
相
違
正
必
子
し
も
釣
合
は
ぬ
-
』
正
ゐ
'
P
Z
い
ふ
の
不

公
平
を
見
出
す
。
ろ
之
を
救
極
相
す
る
の
に
は
前
同
様
地
域
に
よ
b
て
税
率
を
差
等
別
す
る
の
外
な
い
が
、
其
匝
分

も
六
つ

hrL
い
し
、
依
り
に
医
分
は
出
来
て
も
精
密
に
い
ム
て
会
卒
で
な
い
こ
古
は
前
に
い
ふ
の
吉
岡
C
で
あ

品。
引
金
額
以
外
の
標
準
に
依
る
階
級
率
の
場
合
1
|
却
も
通
行
税
に
於
け
る
哩
数
百
等
級
吉
、
自
家
用
醤
納
税
に

於
り
る
高
原
定
石
致
、
狩
独
免
許
税
に
於
け
る
納
税
の
有
無
大
小
に
依
る
階
放
的
な
る
金
額
を
認
す
る
も
の
も
、
い
V

時

論

物
個
と
租
枕
の
不
公
平

巻
二
十
巻

(
第
四
擁

入

五

六
九
九



時

前

物
債
と
租
殺
の
不
公
平

第
二
十
巻

(
第
四
斑

λ
六
)

七
O
O

其
税
金
額
の
賓
質
的
問
慣
値
が
地
方
に
よ
h
て
異
る
斜
め
に
多
少
不
R

公
平
ご
な
る
を
免
れ
ぬ
。
ろ
之
を
救
済
す
る

ω

仁
は
矢
張
句
会
闘
を
物
僚
に
よ
b
て
区
分
し
て
別
異
の
率
ご
で
も
す
る
外
な
い
。
主
(
れ
で
仲
村
獄
耳
目
許
税
な
ど
で
は

ま
に
此
が
行
ひ
易
い
が
、
賓
際
、
自
家
用
響
泊
の
・
如
き
は
凡
べ
て
田
舎
の
こ
ご
で
あ
る
か
ら
別
に
此
匝
分
に
も
及

ば
ぬ
こ
芭
で
あ
ら
う
し
、
通
行
税
に
至
つ
て
は
、
其
通
行
匝
域
が
甲
乙
別
異
の
地
方
に
亘
る
ニ
吉
、
通
行
者
の
生

活
本
居
地
芭
通
行
上
の
切
符
購
入
地
古
里
(
る
こ
正
の
あ
h
得
る
こ
ご
な

y-を
考
ふ
る
ご
、
之
が
匝
分
も
困
難
で
ゐ

h
、
仮
h
に
之
を
行
ふ
た
ご
し
て
も
目
白
卒
を
得
る
こ
芭
は
何
ご
し
て
も
六
っ
か
し
い
。

D
従
量
比
例
率
の
場
合
|
|
却
も
酒
、
酒
精
及
酒
精
合
有
飲
料
、
市
宮
酒
、
韓
油
稜
に
於
り
る
其
一
石
、
砂
糖
校

仁
於
り
る
共
宵
斤
に
つ
き
幾
許
金
額
、
鍍
匝
就
に
於
り
る
一
定
坪
じ
っ
き
幾
許
金
額
ご
h
v

ふ
如
、
発
表
も
、
い
-
地
方

に
よ
り
て
物
慣
に
相
違
あ
る
が
斜
め
に
不
n
公
平
な
も
の
正
な
る
o

ろ
之
を
救
済
す
る
潟
め
地
方
を
極
分
し

τ別
牢

謀
枕
す
る
Z
し
て
も
、
前
記
消
費
殺
の
如
き
で
は
生
産
地
古
消
費
地
ぜ
が
一
致

t
な
い
炉
ら
し
て
、
其

ιよ
っ
て

公
卒
古
は
な
り
得
な
い
。
さ
ら
ば
己
い
ふ

τ
一
々
消
費
者
に
就
い
て
課
す
る
ご
し
て
は
煩
に
堪
へ
な
い
。
鎖
匝
税

に
至
つ
て
は
所
詮
多
〈
は
鍍
極
が
田
舎
で
ゐ
ら
う
か
ら
、
夫
の
百
回
分
法
は
無
意
味
な
も
の
ご
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
o

E
従
国
間
繰
準
率
の
場
合

l
i却
も
単
純
に
課
税
標
準
た
る
金
額
の
大
小
に
藤
じ
て
異
・
り
た
る
税
率
を
課
す
る
も

の
、
詳
し
〈
い
ふ
さ
甲
一
定
金
額
か
ら
乙
一
定
金
額
ま
で
に
は
、
其
に
指
し
A
バ

1
セ

y

ト
、
乙
一
定
金
額
よ
り

丙
一
定
金
額
ま
で
に
は
I
A
よ
り
は
一
層
大
な
る
B
バ

1
宅
ン
ト
を
課
す
る
ご
レ
ふ
方
法
は
我
闘
で
も
所
得
税
、



一
般
に
英
が
る
卒
な
も
の

r
z信
仰
さ
れ
て
居
る
。
い
蕗
が
賞
は
其
の
課
税
標
準
た
る
甲

乙
丙
な
ど
の
金
額

ω質
質
的
償
値
が
地
方
に
よ
り
可
な
ち
異
る
が
斜
め
に
不
必
卒
な
も
の
で
あ
る
o

椴
・
り
に
此
見

相
続
税
に
行
は
れ
て
、

地
か

ιし
て
物
価
胴

ω比
較
的
高
い
地
方
の
下
か
ら
二
級
目
の
者
が
、
物
僚
的
割
合
低
い
v

地
方
の
下
山
色
一
級
目
の

若
ご
同
等
の
質
質
的
債
値
あ
る
所
得
を
有
つ
も
の
ざ
す
る
な
ら
ば
、
な
し
ろ
此
ニ
者
に
同
一

ω
バ
1

セ
ン
ト
を
謀

す
る
の
が
会
卒
で
あ
っ
て
、
普
通
行
は
晶
、
如
〈
A
B
ご
い
ふ
異
っ
た
率
を
課
す
る
の
で
は
不
H

公
平
だ
さ
レ
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
桂
六
)
。
ろ
之
を
救
済
す
る
の
に
は
、
会
閣
を
物
債
に
よ
り
て
凡
そ
三
随
分
位
に
し
て
、
物
問
恨
の

高
い
地
に
て
は
正
常
率
よ
り
も
(
之
を
物
債
の
最
低
い
地
方
に
課
す
る
ご

L
て
)
一
一
え
は
二
級
に
付
低
下
す
る

-
w
Z

、
す
る
外
な
い
が
、
英
に
し
て
も
前
に
も
い
ふ
た
さ
同
慌
に
、
区
分
が
六
っ
か
し
〈
、
別
階
級
に
一
属
す
る
者
の
限

界
仁
あ
る
も
め
、
閑
に
或
不
公
平
を
生
十
る
の
を
品
目
れ
な
い
。

の
み
な
ら
十
所
得
税
の
方
は
ま
ピ
所
得
者
の
住
所

を
標
準
ご
し
て
区
分
す
れ
ば
良
い
が
、
相
績
税
に
至
つ
て
は
被
相
績
人
の
住
慮
に
よ
る
か
相
績
人
の
住
鹿
に
依
る

が
帰
化
物
件
其
も
の
、
所
在
地
に
依
る
か

ιつ
い
て
逃
は
な
げ
れ
ば
な
ら
旧
制
。
恐
ら

f
主
(
は
相
績
人
の
住
慮
に
依

る
の
が
一
番
通
嘗
行
ら
う
が
、
然
る
芯
き
は
吐
(
相
模
人
が
外
国
に
在
住
す
る
ご
き
は
何
う
す
る
か
六
っ
か
し
〈
な

る
o

に
か
ら
し
て
緊
護
課
税
は
原
則
的
に
は
日
公
平
な
る
も
の
正
し
て
一
も
孟
も
な
(
勤
め
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど

も
、
細
か
に
物
腐
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
正
、
此
が
一
の
不
公
平
を
有
つ
の
を
免
れ
な
い
こ
ご
を
見
出
す
。

(
註
六
)

り
シ
グ

1

ル
は
、
累
蓮
耽
歩
で
ほ
木
曜
、
同
-
貨
幣
所
得
額
で
あ
っ
て
も
質
所
待
の
契
っ
た
筒
人
作
は
、
原
則
上
同
一
荷
車
を
課
す
，
へ
き

時

諭

物
倒
と
租
訟
の
不
公
手

第
ニ
+
春

{
部
四
就

ノ、
ヒ

b 
o 



時

物
債
と
租
磁
の
不
公
平

イニ

O 

(
第
四
悦

第
二
十
径

論

八
八
)

も
の
で
は
な

t
て
、
む
し
る
其
質
所
得
の
大
さ
に
相
官
し
た
続
車
を
課
す
べ
き
も
の
だ
と
性
宮

L
、
フ
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
人
的
給
付
能
力
。
度
舎

は
、
決
L
て
専
ら
所
得
金
高
に
繋
ら
な
い
。
同
時
に
貨
幣
の
外
形
的
吏
換
債
値
目
場
底
的
相
違
に
影
響
せ
ら
る
与
と
い
ふ
て
居
る
。

F
兎
税
貼
、

枚
、
印
紙
税
の
一
部
な

E
に
康
〈
行
は
れ
、

法
は
行
は
れ
て
居
ら
向
炉
、
い
此
等
を
地
方
に
よ
り
て
匝
分
せ
す
し
て
一
率
に
定
め
て
居
る
の
は
精
密
に
い
ふ
て

公
卒
に
合
は
旧
制
。
東
京
の
や
う
な
物
価
恨
の
高
い
虞
で
も
、
回
舎
の
物
価
恨
の
安
い
世
田
で
も
同
一

t
い
ふ
の
は
無
理
で

あ
る
{
註
七
}
。
ろ
此
に
も
前
の
ニ
の
も
の
に
て
は
夫
の
極
分
法
が
出
来
る
こ
さ
が
望
ま
し
い
し
、
税
率
低
下
に
て
は

本
税
た
る
累
準
又
は
階
級
窓
・
に
附
随
し
て
行
〈
べ
き
ガ
が
、
唯
H
H
茸
(
桓
品
川
難
正
斯
〈
て
も
生
す
る
多
少
の
不
R

公
平

一
定
金
額
の
控
除
及
税
率
の
段
階
低
下
ー
ー
も
、
見
税
勤
は
我
闘
で
は
所
得
税
、
相
績
税
、
管
業

一
定
金
額
控
除
は
所
得
税
、
相
績
税
に
行
は
れ
て
居
り
、
税
率
低
下

z
e
Z免
れ
な
い
w

の
は
前
来
屡
々
い
ム
の
さ
同
じ
で
あ
る
o

(
睦
七
)

拙
文
、
最
小
情
費
目
克
積
品
世
間
。
街
ほ
、
グ
ル
ン
ツ
ユ
ル
も
唱
貨
幣
購
買
力
が
或
領
域
内
に
て
或
都
市
'r
一
他
都
市
色
白
岡
瓦
特
に
都
市
と

回
合
と
白
聞
に
於
て
頗
る
品
っ
た
も
の
ど
あ
る
だ
け
に
つ
き
困
難
を
生

f
る
。
随
ん
で
最
小
生
活
費
料
が
凡
べ
て
白
慮
に
同
一
大
?
も
の
で
は
な

い
主
い
口
、
ヘ
ル
フ
ー
も
、
最
小
生
活
費
料
克
積
百
如
何
な
る
度
托
於
て
其
目
的
を
謹
す
る
か
は
異
っ
た
場
所
に
よ
り
て
同
一
で
な
い
と
い
ひ
、

ジ
Z

シ
セ
シ
も
、
最
小
出
荷
費
甑
が
虞
に
よ
り
て
異
る
べ
き
と
と
を
註
意
す
匂

第
二
段

物
債
の
時
間
的
連
動
さ
租
税
の
不
公
平

物
債
の
場
慮
的
相
違
が
租
税
の
会
卒
を
棄
す
ζ
Z
の
あ
る
の
は
上
に
い
ふ
如
く
で
あ
る
。
慮
が
其
時
間
的
援
動

Lindahl. a. a. O. S. 220. Fuisting， Grundzuge der Steuerlehre. S. 267 
拙著、租昔研壁、一巻、I17. Gruntzel. Fw， s. 42. Helft. Beitrage zur 
Fロge der technischen Ausgestaltung der deutschen Einkommenbe-
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も
亦
之
を
棄
す
-
-
ご
が
あ
っ
て
、
此
方
は
一
屠
重
大
な
る
擾
乱
を
鷲
ら
す
こ
ご
が
あ
り
得
る
。
此
も
併
し
必
や
し

も
常
に
起
る
の
で
は
な
い
。
先
づ
其
起
ら
ぬ
場
合
を
い
ふ
吉
、

一
物
債
の
時
間
的
援
動
が
租
税
の
一
公
卒
を
素
手
な
い
場
令
、

A
従
債
比
例
率
の
場
令
|
|
仁
は
、
物
調
又
は
貨
融
市
須
値
が
時
閥
的
に
養
化
L
て
も
、
課
税
標
準
も
税
額
も
並

行
し
て
動
揺
す
る
か
ら
、
別
に
ぬ
卒
を
素
き
れ
な
い
。
自
動
的
に
釣
合
が
取
れ
る
こ
ご
に
な
る
室
λ
)
0

之
に
依
り

て
見
る
吉
、
比
例
率
は
仮
A

ザ
他
の
主
要
な
貼
に
於
て
累
進
に
劣
る
ご
し
て
も
、
前
段
に
述
べ
た
物
債
の
場
庭
的
相

遣
に
よ
b
て
一
公
平
を
奈
き
れ
な
い
の
ご
相
並
ん
で
、
物
園
田
の
時
間
的
接
動
に
よ
り
て
悪
影
響
を
受
げ
な
い
勤
に
於

て
重
大
な
る
長
所
を
有
つ
-
』
己
を
知
る
を
得
る
。
尤
も
此
に
於
て
課
税
標
準
化
る
金
額
が
可
動
的
な
の
は
宜
し
い

が
、
地
租
の
や
う
じ
不
動
な
る
肇
帳
債
格
に
依
る
も
の
に
て
は
、

之
に
劃
す
る
比
例
率
仁
依
る
税
額
は
物
耐
恨
の
騰

務
の
震
め
に
不
託
公
卒
な
も
の
ご
も
な
h
得
る
。
某
を
遜
〈
る
の
に
は
壷
帳
制
度
を
時
間
慣
制
に
で
も
麓
へ
る
の
外
は

な
い
。
或
は
真
に
進
ん
で
考
ふ
る
己
、
課
税
標
準
の
金
額
が
物
償
援
動
に
感
じ
て
可
動
な
も
の
で
も
、
芸
品
世
勤
の

烈
し
い
I
E
き
に
は
、
其
課
税
標
準
其
も
の
、
評
債
難
ご
い
ふ
が
あ
り
、
又
其
標
準
が
無
意
義
な
も
の

rご
い
ふ
一
』

ご
も
あ
る
室
九
百
り
れ

E
も
兎
に
角
、
交
通
税
、
消
費
税
に
此
種
の
従
債
比
例
の
多
〈
行
は
れ
て
居
る
花
げ
で

は
、
此
等
の
も
の
が
他
殺
よ
り
も
よ
h
多
〈
此
物
額
獲
勤
に
順
慮
し
得
る
の
資
絡
を
有
つ
所
で
あ
る
(
註
一
己
o

(註
A
}
り
シ
グ

1
ル
位
、
物
倒
水
準
。
推
移
が
、
腫
を
出
ナ
錨
め
に
各
箇
人
が
断
念

L
な
〈
て
な
ら
白
所
の
需
要
に
も
及
び
、
院
中
て
紐
闘
の
質

時

摘

物
債
と
租
積
由
不
公
平

第
二
十
巻

「
第
四
規

λ
九
}

七
の



(
第
四
班

慣
が
質
所
得
(
謀
枕
楳
嘩
た
る
)
と
同
一
度
に
て
麹
動
ず
る
こ
と
を
僻
定
す
る
を
得
る
と
い
ふ
て
居
る
国

時

物
慣
と
租
税
白
不
公
平

第
二
十
巻

九
O
)

諭

七
O
凹

(
位
九
)

ノ
ウ
ス
マ
ン
は
、
日
々
盤
動
ず
る
所
白
馬
克
相
場
が
(
描
謹
に
て
)
凡
べ
て
の
も
?
乞
、
相
揖
上
に
使
用
す
べ
き
評
債
の
標
準
た
ら
し
め
由

と
と
L

な
っ
た
。
或
物
白
羽
得
は
其
時
債
と
位
、
原
則
的
に
閥
係
な
〈
、
む
し
ろ
牧
盆
個
値
と
闘
揮
を
有
っ
と
と
h
な
る
。
取
引
又
は
貰
買
金
額

も
亦
た
慣
値
目
標
準
た
り
得
由
。
其
出
企
業
の
本
車
白
倒
値
と
濁
立
し
て
大
と
た
り
又
は
小
と
な
り
得
る
か
ら
と
い
ふ
て
居
る
叫

マ
ル
ク

1
ぜ
位
、
常
費
税
及
交
誼
柏
は
物
価
に
自
ら
謹
聴
せ
し
め
る
が
、
直
接
抵
は
之
が
趨
願
能
力
目
最
乏
し
い
も
の
だ
と
潟

L
‘ヘ

ン
ぜ
ル
も
、
倒
値
標
準
に
依
る
部
階
組
百
分
辛
白
紙
に
於
て
、
貨
幣
慣
債
白
影
響
が
割
合
少
か
っ
た
、
そ
し
て
其
偶
応
は
最
多
(
の
交
誼
枕
に
営

っ
て
府
る
と
い
ふ
て
居
る
@

(註

-
O
)

B
従
質
累
進
、
及
或
事
項
に
某
(
課
税
標
準
の
一
定
割
令
消
恕

1
iも
亦
、
物
償
援
動
に
よ

h
て
各
義
務
者
又

は
課
税
物
件
の
関
係
的
地
位
を
不
司
公
平
に
す
る
こ
可
は
な
い
。
物
療
品
盟
動
の
前
後
に
於
て
彼
等
の
相
野
的
の
地
位

は
大
鱒
愛
じ
な
い
。
唯
だ
従
質
ご
い
ひ
或
事
項
ご
い
ふ
の
が
、
贋
格
の
餐
動
に
左
右
さ
る
、
に
け
に
て
は
或
不
会

話
・
を
生
す
る
芭
も
い
ひ
得
る
り
れ
ど
も
、

其
は
会
〈
之
に
関
係
な
き

-
4
Z
が
多
〈
で
ゐ
h
、
其
、
に
け
で
は
物
問
問
愛

動
か
ら
し

t
其
目
白
星
・
を
奈
さ
れ
な
い
。

ニ
物
園
恨
の
時
間
的
援
動
が
租
税
の
会
一
小
を
奈
す
場
合

A
確
定
率
の
場
令
|
|
い
一
件
嘗
り
定
額
り
A
W
額
を
課
す
る
場
合
に
は
、
時
間
的
の
物
園
唄
襲
化
じ
よ
り
て
其
納

h
Uべ
き
税
額
の
質
問
慣
が
猿
化
す
る
こ
言
、
な
ち
、
従
来
の
負
擦
が
恰
か
も
公
正
相
官
な
も
の
だ
ご
す
れ
ば
、
物
困
問

上
ぼ
れ
ば
枕
が
安
過
ぎ
る
↑
」
江
、
な
h
、
物
侵
下
れ
ば
税
が
高
過
ぎ
る
-
』
己
、
な
る
o

不
乱
公
平
さ
な

ι
5
子
炉
】
待
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m
H
c

川
斯
か
る
場
合
の
救
済
ご
し
て
は
、
其
が
不
換
紙
幣
園
ピ
な
っ
て
居
た
や
う
な
場
合
に
は
、
凡
ぺ
て
納
税
に

は
金
貨
梯
ご
し
て
金
貨
に
換
算
す
る
芭
す
る
の
も
一
方
法

rが
、
其
は
其
闘
の
法
貨
が
紙
幣
で
あ
る
の
芭
矛
盾
L

た
方
法

Z
L
て
採
る
ニ
ご
を
得
旧
制
{
龍
二
)
。
の
み
な
ら
歩
、
此
の
如
き
場
合
は
恰
か
も
国
民
の
多
〈
の
者
の
質
質

的
収
入
が
紙
下
し
て
多
〈
の
者
が
困
っ
て
居
る
己
き
で
も
あ
ら
う
か
ら
、
金
換
算
ご
い
ふ
こ
ご
は
政
府
ご
し
て
は

好
都
合
で
も
、
国
民
ご
し
て
は
大
に
困
ま
る
ご
い
ふ
こ
さ
を
も
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
富
}
一
一
)
0
3
b
z
τ

之
を
放
っ
て
置
〈
ぜ
い
ふ
誇
γ

い
も
往
く
ま
じ
(
、
其
蕗
で
或
時
の
物
侵
指
数
含
標
準
Z
し
て
一
定
度
以
上
の
漫
化

ゐ
る
毎
に
、
其
正
常
の
税
額
に
一
定
割
合
の
拍
車
加
課
税
を
錯
し
又
は
課
税
軽
減
を
行
ふ
こ
ご
ご
す
る
の
外
は
な
い

去
二
己
。
之
に
よ
h
て
も
時
ご
し
て
負
擦
が
苦
し
い
な
ど
い
ふ
こ
ご
は
あ
h
得
る
が
、
其
位
の
事
は
ぬ
卒
負
擦
の

震
め
に
辛
棒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
前
の
金
換
算
法
に
比
す
れ
ば
此
方
に
は
ま

r幾
ら
か
築
な
慮
が
あ
る
。
但

だ
此
物
侵
縫
動
を
見
る
時
駄
を
如
何
に
す
る
か
問
題
で
あ
る
。
前
年
の
卒
均
に
依
る
さ
す
る
の
も
一
牛
刀
法
Y
が、

主
(
れ
で
は
物
価
慣
畿
動
の
烈
し
い
i

正
き
な
ど
に
は
、
課
税
年
ご
前
年
ご
に

τ物
侵
に
大
な
開
き
が
め
っ
て
R

公
平
で
な

い
ニ
ご
に
な
る
。
此
年

ω初
め
ご
す
れ
ば
、
前
年
卒
均
己
い
ふ
よ
り
は
立
・
り
多
〈
賞
際
に
遅
い
こ
ご
に
な
る
が
、

併
し
共
が
恰
か
も
特
に
物
侵

ω高
い
ご
き
で
あ
る
か
、
特
に
低
い
さ
き
で
あ
る
ご
き
に
は
不
公
平
な
こ
ご
に
な

る
o

で
此
は
課
税
決
定
時
か
、
叉
は
出
来
る
な
ら
ば
む
し
ろ
納
税
期
(
法
定
の
で
あ
っ
て
、
事
賃
上
の
で
は
な
い
)

を
還
な
の
が
至
嘗
且
つ
公
平
ご
い
ふ
こ
さ
に
な
る
。

時

論

物
慣
と
粗
品
開
白
不
公
平

第
二
十
巻

第
四
焼

プL

) 

七

O
E



時

物
備
と
租
柚
の
不
公
平

諭

第
二
十
巻

(
第
四
抗

九

b
O
穴

(
健
-
-
)

へ
シ
ゼ
ル
目
、
若
も
長
租
税
惜
系
を
急
速
に
金
計
算
に
す
る
な
ら
ば
‘
即
ち
課
税
標
準
の
偶
値
を
壷
に
て
表
は

L
・
此
債
値
に
金
積
率

を
壇
用

L
、
此
白
剤
〈
忙
し
て
見
曲
さ
れ
た
額
四
支
抑
を
金
に
て
要
求
し
た
と
き
に
は
、
凡
べ
て
白
解
決
が
ワ
き
得
る
で
あ
ら
う
。
併
L
弱
塾
で

〉

は
之
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
て
居
る
。

マ
ル
ク
!
ぜ
は
、
金
貸
納
税
は
人
々
回
枚
入
目
優
下
幅
向
に
劃
す
る
教
務
手
段
と
な
ら
両
と
い
ふ
て
居
る
。

へ
ン
d

ゼ
ル
に
依
る
に
、
濁
詣
で
は
全
世
の
栓
を
平
時
車
に
従
つ
で
要
求
L
、
低
倒
乗
敢
に
よ
っ
亡
右
白
枕
車
白
額
を
殿
倍
し
た
。

一
九
年
自
開
輯
金
抑
法
陀
於
て
、
此
方
法
を
揖
法
。
最
重
要
部
に
行
ふ
た
。

{
陸
士
一
)

(睦

-
Z
)

B
従
贋
階
部
肌
率
の
場
合
ー
に
は
、
い
物
債
が
餐
動
し
貨
幣
債
値
の
麓
勤
し
た
る
ご
き
、
課
税
標
準
の
賓
債
の

製
動
の
度
合
ご
枕
額
の
貫
僚
の
襲
動
の
度
合
ご
が
必
宇

L
も
並
行
す
る
ご
限
ら
ね
こ
ご
が
あ
り
得
る
。
例
之
、

育
園
以
下
の
も
の
に
一
圏
、

二
百
固
乃
至
四
百
困
の
も
の
に
二
園
の
課
税
ご
い
ふ
ご
き
に
、
物
債
騰
貴
し
て
二
百

聞
の
物
が
三
百
圏
ご
な
っ
た
正
す
れ
ば
、
前
に
一
国
の
積
を
鱈
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
二
困
を
携
は
な
〈
て
は
な

ら
ぬ
こ
正
、
な
る
が
如
き
で
あ
る

Q

ろ
之
を
救
済
す
る
の
に
は
、
先
づ
課
税
標
準
を
物
贋
指
裁
に
よ
h
正
常
時
の

債
格
に
引
宜
し
換
算
し
て
之
に
柑
嘗
す
毛
階
級
の
税
額
t
f
求
時
、
此
税
額
を
真
に
今
一
度
換
算
し
て
納
税
せ
し
む

る
の
外
な
い
が
、
此
手
績
は
繁
雑
に
過
ぎ
、
納
税
者
も
困
る
し
、
股
納
諜
納
の
弊
を
生
じ
な
〈
て
は
務
ま
品
。
叉

換
算
の
時
貼
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
の
方
は
課
税
決
定
時
、
税
額
の
方
は
納
税
期
Z
す
る
外
な
〈
、
然
る
芭
き

は
此
二
の
時
の
異
る
場
合
に
は
其
庭
に
も
一
の
不
必
卒
が
生
じ
得
る
。
併
し
我
闘
の
奮
印
紙
税
の
約
束
手
形
の
如

き
場
合
仁
は
此
二
の
時
が
一
致
す
る
か
ら
此
結
の
苦
情
は
起
ら
泊

L
、
今
日
我
邦
に
裳
例
が
な
い
か
ら
、
此
は
暫 九
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ら
(
問
題
に
し
な
い
-
』
ご
が
出
来
る
。

C
金
額
以
外
の
標
準
に
依
る
階
級
率
の
場
令

1
ー
に
も
い
我
芭
し
て
納
h
u

ぺ
き
も
の
、
賃
償
が
物
債
の
鑓
動
に

依
り

τ漫
化
古
る
こ
ご
、
な
る
の
で
、
従
来
の
税
が
公
平
な
も
の
ご
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
物
償
麓
動
に
依
っ
て
其
〆

会
平
を
棄
さ
る
、
こ
吉
、
な
ら
ぎ
る
を
得
ぬ
。
物
園
慣
上
れ
ば
殺
は
輯
過
ぎ
る
こ
吉
、
な
h
、
物
園
慣
下
れ
ば
税
が
重

き
に
過
ぎ
る
こ
吉
、
も
な
る
o

ろ
之
が
救
済
方
法
は
前
に
A
に
い
ふ
の
ご
高
方
法
に
依
る
の
外
な
〈
、
施
ム
て
叉

之
に
伴
ふ
多
少
の
困
難
が
あ
る
。

D
従
量
比
例
率
の
場
合
ー
ー
に
も
レ
前
の
ぜ
同
様
、
物
債
の
獲
動
に
よ
り
て
会
卒
を
棄
さ
る
、
。
物
園
慣
上
ぼ
れ

ば
税
は
自
ら
報
〈
な
h
過
ぎ
る
こ
ご
、
な
り
、
物
横
下
れ
ば
重
〈
な
句
過
ぎ
る
こ
吉
、
な
る
喜
一
四
)
O

ろ
之
を
救

済
官
る
の
に
は
A

t
同
一
方
法
に
依
る
の
外
な
く
、
随
ふ
て
之
に
伶
ふ
困
難
が
あ
る
。
そ
し
て
之
に
つ
き
課
税
決

定
時
を
標
準
芭
す
れ
ば
、
英
正
納
期
ご
の
聞
に
間
隔
が
大
い
古
美
閥
に
貨
幣
宿
値
の
獲
化
の
大
い
こ
え
か
あ
b
得

る
し
、
品
川
納
が
許
き
る
、
己
去
は
第
一
期
Z
第
二
期
ご
の
聞
に
不
釣
令
ご
も
な
h
得
る
か
ら
、
此
場
合
、
成
る
ぺ

〈
賦
課
期
ご
納
税
期
ご
を
}
近
づ
け
(
註
一
五
)
、
叉
は
む
し
ろ
納
税
期
の
標
準
に
依
る
こ
吉
、

L
、
納
税
期
の
後
る
、

も
の
に
は
一
定
標
準
に
よ
り
追
加
課
税
を
す
る
か
又
は
卸
納
す
る
も
の
に
一
定
割
引
を
許
す
ニ
言
、
す
べ
き
で
あ

る
喜
一
六
}
O

我
聞
で
従
量
比
例
の
行
は
る
、
消
費
税
に

τは
此
迭
の
用
意
を
要
す
る
所
で
あ
り
、
其
の
特
に
庫
出

枕
に
依
っ
て
居
る
品
川
は
問
題
が
筒
間
早
立
が
、
生
産
物
裁
に
依
り
而
か
も
納
期
の
頗
る
大
仁
後
ら
き
れ
て
居
る
酒
造

時

Z肯

物
慣
と
租
輯
白
不
公
平

第
二
十
巻

(
第
四
貌

九
三
)

t
c七



降事

物
倒
と
租
枕
の
不
公
平

諭

第
二
十
巻

(
第
四
焼

九
凹
)

七
O
ろ

殺
の
如
き
仁
於
て
之
を
版
行
す
る
・
』
イ
」
は
太
打
困
難
な
る
も
の
が
ゐ
る
で
ゐ
ら
う
。

(
桂
一
四
)

へ
シ
ぜ
ル
が
尚
逸
白
貨
帯
低
債
の
影
響
に
つ
い
て
叙
し
て
居
る
白
に
依
る
と
、
市
費
枕
は
貨
幣
借
倒
。
初
め
に
於
て
、
多
〈
は
諜
晴
標

準
と
し
て
筒
殿
、
梓
輩
、
又
は
貫
裁
を
越
み
、
其
弁
明
位
に
一
定
制
を
謀
し
た
(
倒
之
、
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
砂
糖
に
五
十
馬
克
)
。
然
る
に
砂
姉
が

祇
晶
克
巳
て
+
倍
と
な
っ
た
と
き
に
、
枕
は
金
馬
克
か
ら
且
る
と
十
分
の
一
と
な
る
。
自
ち
貨
幣
慨
闘
が
会
〈
間
家
の
不
剰
を
来
た
し
、
鰐
前
に

謝
し
て
の
釣
合
あ
る
枕
自
負
摘
が
破
れ
て
.
耳
が
貨
帯
侭
債
と
な
っ
た
む
け
一
層
担
易
と
な
る
と
い
ふ
こ
主
で
あ
る
。

マ
ル
ク

1
ぜ
は
、
貨
幣
低
慣
旧
小
な
る
救
済
手
段
位
、
賦
謀
白
促
進
に
あ
り
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
一
五
)

(
註
戸
穴
)
マ
ル
ク

1
ぜ
は
、
貨
幣
依
伺
白
救
桝
手
段
と
し
て
滞
納
に
謝
す
る
高
き
品
加
粧
を
卑
げ
て
居
る
が
、
へ

Y
ぜ
ル
も
、
人
は
後
、
む
さ
れ
た

支
別
に
怯
っ
て
生
ず
る
貨
融
市
低
倒
の
損
害
を
高
き
括
昨
利
子
に
よ
ワ
て
平
準
し
ゃ
う
と
し
た
が
、
岡
家
に
謹
か
に
現
金
を
併
す
る
お
め
に
は
、
亜

ら
忙
重
要
な
る
栓
に
於
て
前
納
(
義
務
費
生
徒
直
ち
に
納
付
}
を
許
し
た
o
そ
し
て
此
場
合
、
賦
謀
に
於
て
一
定
。
割
引
を
行
ふ
た
と
い
ふ
て
届

6
 

司@。
E
従
償
累
準
率
の
場
合
1

1
い
に
於
て
物
侵
愛
動
す
る
ご
大
に
公
平
に
棄
さ
れ
る
こ

E
に
な
h
得
る
。
物
侵
騰

貴
の
場
合
を
限
定
L
I
之
を
説
明
す
る
の
に
、
芸
翁
め
例
之
営
業
所
得
が
高
ま
っ
た
ご
す
れ
ば
、
前
よ
り
も
一
級

上
の
率
が
適
用
さ
る
、
ニ
正
、
な
ら
yc
る
を
得
旧
制
。
併
し
柑
官
業
者
の
経
済
の
内
情
か
ら
い
ふ
正
、
物
債
の
安
い
時

代
よ
b
も
む

L
ろ
一
府
不
利
か
、
精
々
、
前
の
時
代
ご
同
等
に
ピ
レ
ム
こ
ど
が
ゐ
b
得
る
o

然
る
正
き
は
彼
の
取

ら
る
、
税
の
絶
品
割
額
H
H

貨
幣
償
値
の
低
下
し
た

rり、

屠
高
〈
な
る
の
も
巳
む
を
符
な
い
が
、
税
率
む
け
は
前

の
時
代
正
同
率
で
然
る
べ
き
で
あ
る
o

然
る
に
金
高
に
於
げ
る
所
得
が
前
4
b
も
一
層
大
い
か
ら
正
い
ふ

τ、
直

も
に
税
率
ま
で
上
げ
ら
れ
て
は
堪
へ
ら
れ
な
い
G

特
に
夫
の
物
慣
騰
貴
の
烈
し
い
こ

Z
凋
逸
の
や
う
に
で
も
な
る

Hensel， a. a. O. S.. JO 

Marcuse， a. a. O. S. 1 I. 
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吉
、
物
価
由
正
常
時
な
ら
ば
最
低
累
準
率
を
謀
せ
ら
れ

τ然
る
べ
き
下
級
峠
労
働
者
の
如
き
も
の
で
も
、
金
額
か
ら
見

て
最
高
の
税
率
が
遁
用
き
る
、

Z
い
ふ
奇
制
酬
を
呈
す
る
(
註
一
七
)
O

ま
し
て
世
の
中
に
は
物
附
胴
上
ぼ
っ
て
も
所
得
金

額
必
宇
し
も
之
に
追
随
せ
両
人
々
が
あ
る
(
俸
給
者
、
資
本
刺
子
牧
得
者
)
。
彼
等
は
物
園
間
上
っ
て
も
税
額
が
前
ご

麗
ら
凶
打
け
は
良
レ
ご
し
て
も
、
彼
の
経
済
の
内
肢
か
ら
い
ふ
正
、
前
の
時
代
に
比
し
遥
か
に
困
っ
て
居
る
の

で
、
前
時
代
で
ゐ
っ
た
な
ら
ば
兎
税
貼
以
下
に
も
入
る
ぺ
き
ほ
ど
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
過
重

負
曲
目

Z
な
り
得
る
。
叉
反
謝
に
物
価
慣
の
下
っ
た
ご
き
に
は
、
過
軽
Z
い
ふ
ニ
ご
に
な
る
o
何
れ
に
し
て
も
会
卒
は

素
吉
れ
る
。
ゐ
之
を
救
済
す
る
の
に
は
、
是
非
ピ
も
物
債
指
数
が
標
準
時
よ
り
も
一
定
度
以
上
の
騰
落
を
し
た
ご

き
に
は
、
之
に
応
じ
て
税
率
を
上
級
に
準
時
又
は
下
級
に
落
す
こ
吉
、
す
吋
き
で
あ
る
o

郎
ち
物
療
上
ぼ
れ
ば
税

率
を
下
げ
、
物
領
下
れ
ば
税
率
を
上
げ
る
こ
ご
に
す
る
の
外
な
い
。
併
し
此
に
つ
い
て
も
標
準
時
Z
比
較
す
べ
き

指
数
決
定
時
を
定
酌
る
の
に
困
難
が
あ
る
。
恐
ら
〈
所
得
税
の
如
き
で
あ
れ
ば
前
年
中
の
所
得
賞
績
に
依
る
額

を
、
今
年
に
於
け
る
所
得
決
定
時
に
於
け
る
金
額
に
引
直
し
、
此
時
の
物
債
指
数
に
よ
っ
て
夫
の
騰
落
程
度
を
定

む
る
の
外
な
か
ら
う
が
、
我
が
所
得
税
の
一
部
の
如
〈
其
年
の
所
得
の
珠
算
額
に
依
る
場
合
に
は
、
所
得
額
其
も

の
、
決
定
も
、
物
腐
の
動
揺
し
っ
、
あ
る
時
代
に
は
大
に
六
っ
か

L
〈
な
る
。
其
は
兎
に
角
、
前
の
方
法
に
依
つ

た
己
し
て
も
、
夏
ら
に
困
っ
た
噂
』
芭
に
は
、
右
の
決
定
時
Z
質
際
の
納
付
期
ご
に
多
少
の
間
隔
が
あ
り
、
共
納
付

も
一
時
で
な
く
数
回
に
分
割
さ
れ
て
居
る
の
で
、
其
問
に
貨
幣
同
国
値
が
援
勤
し
て
一
公
卒
を
棄
す
こ
正
、
な

h
得

時

論

物
倒
と
租
枕
の
不
公
平

第
二
十
巻

(
停
四
股

九
五
)

t
0
1
 



時

論

七
一

O

物
慣
と
租
揖
由
不
公
平

第
三
十
巻

(
第
四
抽
出

九
穴
) 

る
。
此
場
合
物
債
が
騰
貴
L
っ
、
あ
る
ご
き
に
は
政
府
は
不
利
を
受
〈
る
(
桂
一
八
)
。
前
に
患
げ
た
追
加
税
又
は
割

引
法
を
周
ゐ
る
外
な
い
。
尤
も
此
に
於
り
る
納
税
の
猶
濠
が
他
面
か
ら
い
ふ
芭
此
稔
に
於
け
る
貨
幣
の
低
債

L
つ

、
あ
る
時
代
の
義
務
者
の
困
難
を
多
少
自
動
的
に
緩
和
す
る
古
い
ふ
こ
ご
は
あ
る
(
詰
一
九
)
。

(
盤
-
七
)

ヘ
シ
ぜ
ル
は
、
果
話
白
場
合
例
之
、
第
一
の
ニ
高
四
千
馬
克
由
厨
得
に
百
分
十
四
穂
、
其
安
ぎ
り
六
千
馬
克
に
百
分
三
十
の
酷

其
衣

白
五
千
馬
克
に
百
分
二
十
五
白
租
と
い
ふ
如
(
に
し
て
百
分
六
十
主
で
取
る
砥
に
於
け
る
貨
幣
低
債
回
影
響
は
、
比
貨
格
低
債
白
蓮
む
に
従
ふ

て
、
最
小
生
活
費
料
に
近
い
所
得
封
、
途
に
は
最
高
橋
串
さ
へ
謀
せ
ら
る
ミ
ζ

と
為
た
り
、
百
分
十
の
代
り
に
百
分
六
十
を
謀
せ
ら
る
え
と
と
r
A

な
る
。
即
ち
貨
幣
低
慣
が
納
枕
義
務
者
自
負
掘
と
な
り
、
彼
は
之
に
堪
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
と
い
ひ
、
チ
ス
カ
も
、
貨
幣
低
慣
は
納
揖
者
に
と

り
て
特
に
続
表
及
拍
車
に
闘
し
て
不
公
平
に
影
響
す
る
。
或
法
律
百
千
馬
克
位
。
鹿
で
百
分
十
に
却
ま
る
や
う
な
累
選
粧
を
定
め
た
と
し
て
、
貨

幣
低
債
が
現
は
れ
、
千
島
克
が
唯
の
一
馬
克
か
五
十
布
位
白
寅
慣
主
な
っ
た
・
と
き
に
は
、
此
一
馬
克
・
と
か
五
十
布
と
酔
白
如
き
小
き
な
も
白
に
百

分
十
止
い
ふ
自
で
は
、
暗
に
貧
乏
人
民
到
し
て
は
大
古
酷
薄
で
あ
っ
て
維
持
す
べ
か
ら
ざ
る
も
由
だ
と
錯
し
、
マ
ル
ク

1
ぜ
も
、
貨
幣
低
慣
白
鶴

め
に
凡
ペ
て
白
尉
産
及
胡
績
財
産
が
忌
高
寧
に
従
ふ
ζ

と
込
な
っ
た
と
い
ふ
て
居
る
。

戸
註
-
八
)

マ
ル
ク
川
ぜ
は
、
所
得
設
計
唯
吉
年
に
-
度
賦
課
せ
ら
れ
、
且
ワ
四
期
に
分
納
さ
る
h
ζ

と
は
通
貨
膨
脹
時
に
は
政
府
に
と
り
て
不
剥

だ
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
-
九
)

ヘ
シ
ぜ
ル
は
、
此
事
情
(
貨
幣
低
慣
に
よ
り
で
義
務
者
が
困
ま
る
と
い
ふ
)
封
、
所
得
及
財
産
設
に
於
て
、
他
方
に
糧
事
目
録
め
過
重
負

擦
と
な
っ
て
居
る
者
出
租
粧
義
務
自
費
生
主
主
抑
と
白
聞
に
存
ナ
る
間
隔
に
よ
り
て
損
害
を
回
復
す
る
ζ

と
(
圭
得
た
か
ら
良
い
が
)
量
得
な
か
っ

〉句

た
な
ら
ば
、
金
{
堆
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
凶

(F) 
兎
税
理占

一
定
金
額
控
除
及
税
率
の
段
階
低
下

1
ー
な
ど
も
い
1

物
償
援
動
に
よ
り
て
後
手
を
素
吉
る
、
。
或

Marcuse， a. a. O. 37' Tyszka， a. a. Q. S Hensel， a. a. O. S. JO 
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時
の
物
岡
慣
を
標
準
Z
し
て
通
常

r
z定
め
ら
れ
た
兎
税
勅
も
、
物
侵
上
れ
ば
低
き
に
遇
「
る
こ
さ
、
な
り
、
物
償

下
れ
ば
高
き
に
過
「
る
ニ
吉
、
な
る
(
註
-
一
O
)
。
或
事
項
に
基
〈
一
定
金
額
づ
、
の
控
除
も
同
様
で
あ
る
幸
三
)
O

税
率
の
段
階
低
下
ご
い
ふ
こ
ご
も
、
結
局
、
階
級
率
か
特
に
累
進
卒
の
場
合
に
問
題
ご
な
る
こ
ぜ
で
あ
り
、

z 
し

て
業
基
本
た
る
階
級
率
及
累
進
率
ご
も
に
物
価
胴
愛
勤
に
よ
h
公
平
を
奈
さ
る
、
以
上
は
、
是
れ
亦
た
同
様

ω影
響

ぞ
受
〈
る
を
兎
れ
な
い
。
ろ
之
を
救
済
す
る
に
は
免
税
貼
ご
控
除
一
定
金
額
ご
は
物
療
指
数
に
底
じ
て
伸
縮
す
る

こ
吉
、

L
、
税
率
の
段
階
低
下
は
本
税
率
に
於
け
る
救
燐
方
法
に
附
随
し

τ定
む
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

(註ニ
O
)

拙
文
最
小
市
交
の
免
租
参
照
。
侃
ほ
マ
ル
ク
f
ぜ
、
グ
ル
ン
ツ
L

ル
、
ジ
エ
ン
セ
シ
、
へ
ル
フ
ト
等
も
，
最
小
生
前
脅
科
目
、
時
に
よ

り
て
同
時
る
べ
き
こ
と
、
又
は
同
一
な
ら
し
む
べ
か
ら

f
る
と
と
を
認
む
叫

(
腔
ニ
ご

チ
λ

ヵ
位
、
貸
格
低
惜
の
錫
め
に
無
窓
昧
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
小
供
特
典
の
如
き
兜
枕
及
宥
恕
税
に
も
官
る
と
注
意
し
て
居
る
凶

G
課
税
物
件
及
標
準
ご
し
て
の
責
却
所
得
並
に
増
加
償
格

1
i
い
の
如
き
も
、
物
問
唄
猿
勤
時
代
特
に
其
上
騰
時

代
に
は
不
公
平
な
る
も
の
ご
な
り
、
特
に
上
騰
時
代
に
は
形
式
上
に
利
得
ゐ
る
が
如
〈
見
へ
て
も
其
賞
、
損
失
し

て
居
る
も
の
を
税
す
る
よ
ご
、
も
な
る
富
一
一
一
一
)
O

ろ
之
を
救
ふ
の
に
は
物
債
指
数
に
よ
り
精
密
に
計
算
し
て
異
に

利
盆
を
血
中
げ
た
だ
認
む
べ
き
も
の
、
み
に
課
す
る
こ
ご
、
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
(
詰
ニ
三
)
。
併
し
此
計
算
は
賞
際
に

は
可
な
り
六
っ
か
し
い
。

(
註
ニ
ニ
}
チ
ス
カ
は
、
究
館
低
慣
が
、
納
輯
義
務
者
を
、
財
旋
及
所
得
暫
加
の
計
算
に
於
て
不
利
と
錦
L
得
る
。
尉
庫
債
植
の
貰
却
が
輯
白
馬
克

時

物
債
と
租
粧
の
不
佐
平

七

諭

第
二
十
巻

(
第
四
貌

九
七
)

拙著、租腕研究一巻、 111-2， Marcuse， a. a. O. S. 9. Gruntzel， a. a 
O. S. 42. Jensen， 1. c. p. 174. Hel九 a.a. O. S. 35・
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時

物
債
と
租
枕
の
不
公
平

七

第
二
十
巻

(
第
四
競

九
入
)

論

に
で
現
は
る
?
と
き
は
、
事
情
に
よ
り
で
は
非
常
な
る
叫
得
と
し
て
明
は
る
ミ
も
の
が
事
質
上
に
は
恐
ら
〈
大
損
失
だ
主
い
ふ
こ
と
が
あ
る
と
錯

し
、
ヘ
ン
ぜ
ル
も
、
噌
倒
に
課
す
る
枕
は
会
〈
無
直
球
、
と
な
る
(
貨
幣
低
伺
白
矯
め
に
)
。
共
十
商
人
世
馬
克
の
値
あ
る
家
屈
を
百
分
六
十
円
金
損
失

に
於
て
豆
十
両
馬
瓦
(
紙
)
で
貰
っ
た
人
は
.
課
枕
さ
る
eへ
き
紹
消
欣
混
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
儲
ほ
帯
債
枕
を
抑
は
な
〈
て
な
ら
ぬ
こ
と
λ

な
る

と
い
ひ
、
ジ
γ
一
ン
セ
シ
も
司
鋪
謡
に
於
け
る
馬
克
白
法
外
な
る
交
換
倒
値
が
暗
闇
続
に
於
け
る
凡
ペ
て
の
評
債
を
無
意
義
止
し
た
と
鎚
L
、
プ
レ

ー
ン
も
、
職
時
超
過
利
得
税
収
入
は
、
事
質
よ
大
に
祖
先
膨
艇
の
鎚
め
下
落
し
た
所
由
貨
幣
「
計
算
さ
れ
た
る
料
自
刑
符
に
依
る
所
で
あ
り
、
必

ず
し
も
民
の
利
得
に
臨
じ
た
も
白
て
な
い
と
い
ふ
て
居
る
叫

一
九
二
一
年
の
所
得
枯
に
劃
す
る
主
加
規
定
に
上
。
て
、
各
筒
の
貰
却
行
活
上
り
の
利
持
が
、
其

牧
得
出
利
得
を
甜
ら
す
鞠
寅
白
目
的
に
て
虫
仁
た
と
き
に
の
み
、
課
柑
す
〈
き
利
得
と
し
て
計
算
せ
ら
る
L

乙
と
与
な
っ
た
と
い
ふ
て
居

br

H
賦
課
決
定
期
ご
納
期
、
法
律
上
の
納
期
古
事
賃
上
の
納
期
ぜ
の
間
隔
1
1
1
い
が
あ
り
且
つ
英
が
長
け
れ
が
長

い
ほ
ど
、
物
療
援
動
の
影
響
を
受
〈
る
恐
が
一
屠
大
〈
、
一
一
府
多
〈
『
公
卒
を
亥
る
こ
JE
、
も
な
る
。
物
療
勝
賞
の

場
合
の
如
き
、
夫
の
間
隔
が
長
い
吉
岡
庫
ご
し
て
不
利
を
被
む
る
こ
ご
も
大
い
(
註
三
凹
)
O

ろ
之
を
救
ふ
の
に
は
夫

の
間
隔
を
一
短
〈
し
且
つ
延
納
者
に
は
一
定
の
追
加
殺
を
取
り
・
又
は
卸
納
L
た
も
の
に
剣
引
を
錫
す
が
如
き
こ
ご

(
註
ニ
亘
)
チ
ユ
カ
は
、
此
に
う
き
掲
挫
で
は
、

を
し
な
〈
て
は
な
ら
な
レ
(
註
ニ
五
)
。

詰
一
八
品
世
間
。
向
ほ
、
テ
ス
カ
は
、
貨
符
低
価
の
場
合
に
特
に
綬
没
h
u

る
賦
謀
に
よ
り
て
、
税
金
昨
の
立
場
と
し
て
、
比
一
枚
入
が
名
義

よ
て
な
〈
事
買
上
、
組
掛
歎
惑
か
ら
且
て
小
い
も
自
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
不
刑
と
す
る
。
そ
し
で
滞
納
者
は
正
締
に
納
め
た
者
よ
り
も
利
金
と

“
 

な
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
詰
二
回
)

(
控
ニ
五
)

い
牧
納
方
使
芭
し
て
の
貨
幣
|
|
い
い
根
本
に
摺
る
ご
上
来
い
ふ
所
の
不
公
平
可
能
の
如
き
は
畢
一
克
.
牧
納
方
便

前
出
詫
一
六
事
問
。
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ご
し
て
貨
幣
を
用
ゐ
る
よ
り
起
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ろ
之
を
凡
ぺ
て
物
納
仁
改
め
ん
か
ぜ
の
考
が
起
る
(
註
ニ
大
)
。

併
し
斯
〈
て
は
財
政
制
度
会
穏

ω改
造
己
な
り
、
其
潟
め
別
な
る
困
難
が
生
中
る
ば
か

h
で
な
〈
、
経
済
組
織
全

躍
が
猿
化
せ
旧
制
以
上
、
義
務
者
ご
し
て
も
穏
々
の
迷
惑
を
受
け
な
〈
て
は
な
ら
な
く
な
る
o

矢
張
v

り
前
来
述
べ
た

程
度
の
救
済
に
甘
ん
す
る
の
が
穏
蛍
で
あ
り
、
而
か
も
可
な
り
の
度
に
於
て
不
公
平
を
救
済
す
る
こ
正
に
な
b
得

る
O 

(
註
-
一
六
)
ス
タ
イ
一
一
ツ
ツ
は
、
如
例
な
る
慣
値
が
財
産
評
債
の
土
誌
と
な
る
べ
き
や
。
各
自
桜
草
(
従
講
の
)
は
凡
イ
て
串
山
ヅ
恋
意
と
な
W
J
、
財
産
自

縮
少
又
は
苛
酷
と
な
る
館
地
を
も
っ
。
物
納
晴
、
と
し
た
な
ら
ば
此
危
険
が
排
除
せ
ら
る
訟
を
持
と
い
ふ
て
居
る
叫

最古

二三 、
肩岡I

以
上
要
之
、
物
債
の
場
庭
的
相
違
及
時
間
的
援
勤
ご
い
ふ
こ
ご
は
現
行
税
の
一
公
平
を
可
な
h
多
〈
素
す
も
の
で

め
る
o

此
等
か
ら

ω不
良
影
響
を
会
〈
受
け
ぬ
も
の
ご
い
へ
ば
、
従
債
比
例
、
従
質
累
準
、
課
税
標
準

ω
一
定
割

合
宥
恕
位
の
も
の
に
過
ぎ
向
。
然
ら
ば
此
等
の
も
の
さ
へ
採
れ
ば
夫
の
影
響
を
受
け
な
い
で
済
む
に
依
っ

τ、
之

を
採
っ
た
ら
何
う
か

Z
い
ふ
け
れ
ど
も
、
従
質
累
準
ご
課
税
標
準
の
一
定
割
合
宥
恕
ご
は
或
本
税
率
の
附
随
的
掛

酌
に
止
ま
h
て
猫
立
債
値
な
き
も
の
で
あ
ち
、
結
局
、
之
を
行
ふ
ご
す
れ
ば
従
債
比
例
が
主
た
る
課
税
率
t
い
ふ

喧
}
ご
に
な
る
。
然
る
に
此
が
寅
際
適
用
の
出
来
凶
こ
ご
も
あ
ち
「
例
之
、
時
空
録
枕
及
印
紙
殺
の
一
部
の
も
の
、
如

、
き
て
此
が
行
は
れ
て
も
可
な
り
大
な
不
日
常
卒
を
も
つ
を
兎
れ
必
。
諸
に
於
て
出
来
る
な
ら
ば
託
公
平
課
税
の
原
則

上
一
府
多
〈
採
用
し
た
い
所
の
累
進
枕
率
ゃ
、
其
他
の
己
む
を
得
ず
し
て
採
る
所
の
色
々
の
税
率
並
に
課
税
方
法

時

物
債
と
租
枯
の
不
公
平

九
九
)

七

第
二
十
巻

(
第
四
掠

論
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時

論

物
備
と
租
曲
目
不
公
平

第
二
十
巻

(
第
四
娘
一

0
0
}

ーヒ

四

が
宕
物
債
の
相
違
又
は
暴
動
の
縛
め
に
不
必
卒
を
奈
さ
る
、
古
い
ふ
こ
ご
は
、
淘
に
困
っ
た
こ

Z
、
い
は
な
げ
れ

ば
な
ら
ぬ
。
特
に
累
進
率
の
如
、
さ
は
何
ご
し

τも
原
則
上
優
良
な
も
の
ご
し
て
維
持
し
な
〈
て
な
ら
必
ご
す
れ
ば
、

之
を
維
持
し
っ
、
、
夫
の
影
響
又
は
弊
害
を
除
〈
が
縛
め
の
方
法
を
誇
示
る
の
外
な
い
が
、
芙
方
法
が
可
な
b
厄

介
で
あ
り
、
且
つ
完
全
な
も
の
ご
も
い
へ
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
或
は
根
本
的
に
金
納
を
改
め
て
物
納
言
せ
よ

芭
も
い
ふ
が
、
是
れ
は
今
夏
ら
行
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
〈
、
行
ふ
た
ご
し
た
ら
財
政
に
さ
り
て
も
園
民
に
=
h
J
て

も
面
倒
を
加
ふ
る
こ
ご
、
な
ら
ま
る
を
得
ぬ
。
弦
に
於
て
か
問
題
は
進
ん
で
新
か
る
物
償
援
化
を
排
除
又
は
緩
和

す
る
こ
正
に
も
カ
を
用
よ
る
こ
ご
を
怠
つ
て
は
な
ら
ぬ
こ
ご
、
な
る
。
そ

L
て
物
岡
恨
の
場
底
的
相
蓮

ω方
は
之
を

除
く
こ

Z
困
難
で
あ
る
が
、
其
時
間
的
援
動
に
歪
つ
て
は
常
局
者
に
於
て
努
力
す
れ
ば
可
な
り
良
く
之
を
避
け
る

ニ
ご
が
出
来
る
。
今
日
我
国
に

τも
各
税
法
の
制
定
嘗
時
か
ら
見
れ
ば
物
債
は
可
な
り
高
〈
な
っ

τ居
り
、
特
に

戦
前
Z
比
し
て
甚
し

ν。
此
現
象
セ
不
問
に
附
す
る
の
は
、
其
に
よ
っ
て
課
税
の
会
卒
が
一
議
さ
れ
て
居
る
ζ

ご
に

気
の
付
か
ぬ
も
の
で
ゐ
品
。
之
を
放
任

Lτ
如
ら
ぬ
顔
し
て
居
る
の
常
局
者
は
掬
に
不
都
合
な
る
又
無
責
任
な
る

人

h
z
い
は
な
〈
て
は
な
ら
品
。
終
り
に
私
は
敢
て
、
租
税
の
瓜
両
市
T
は
、
凡
ぺ
て
安
定
し
た
る
物
債
の
上
に
存
す

る
古
(
詰
二
七
)
、

V
は
う
吉
田
ω
ふ
。
夫
の
蕎
枕
は
良
税
弘
正
い
ふ
詞
に
も
一
面
の
奥
理
は
あ
る
が
、
其
れ
も
亦
た
、

物
償
安
定

ω下
仁
一
於
て
い
ゐ
っ
て
・
業
不
安
定
な
る
に
於
て
は
然
ら
や
さ
る
こ
吉
、
な
り
、
つ
ま
り
、

W
骨

p
r
r

の
時
代
に
於
け
る
租
税
は
惑
枕
弘
吉
い
ふ

τも
大
過
な
い
。

い
ひ
得
る
乙
と
だ
と
考
ふ
。

フ
オ
ツ
ク
ス
ウ
エ
ル
J
F
、
嘗
て
、
民
の
向
性
畔
は
物
情
白
骨
珂
調
瞥
山
上
に
基
〈
と
い
ふ
が
が
、
私
は
此
詞

E
移
し

τ租
柑
の
八
世
平
に
も

(
註
ニ
七
)
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